
 
金融商品取引法の施行に伴う本協会諸規則の一部改正について 

                          日証協 平 19.9.18            
 

本協会では、金融商品取引法の施行に伴い、本協会諸規則を一部改正することについて、

8月 17 日から 8月 31 日までの間、パブリック・コメントの募集を行った。 

パブリック・コメントとして寄せられた意見を斟酌し、9 月 18 日開催の自主規制会議に

おいて、別表１から別表３のとおり本協会諸規則を一部改正することについて、決議した。 

また、9 月 18 日開催の証券戦略会議において、金融商品取引法の施行に伴い、別表４の

とおり証券教育広報委員会規則を一部改正することについて決議した。 

 本改正等は、平成 19 年 9 月 30 日から施行する。 

 本改正等の趣旨・骨子及び新旧対照表は、それぞれ以下のとおりである。 



内容に関する問い合わせ先 

○ 別表１ エクイティ市場委員会所管の規則等に関する事項 

自主規制 1部          (TEL:03－3667－8647) 

  

○ 別表２ 公社債･金融商品委員会所管の規則等に関する事項 

    自主規制 2部          (TEL:03－3667－8456) 

 

○ 別表３ 自主規制企画委員会所管の規則等に関する事項 

  ・ 別紙 26～29、33、36、37、39～42、45、参考１、２ 

自主規制企画部         (TEL:03－3667－8470) 

・ 別紙 30、31、45、46 

規律審査部            (TEL:03－3667－8475) 

・ 別紙 32、34 

  資格管理部              (TEL:03－3667－8461) 

  ・ 別紙 35、45 

監査１部             (TEL:03－3667－8007) 

・ 別紙 38 

監査２部             (TEL:03－3667－8437) 

・ 別紙 43 

   個人情報監理室          (TEL:03－3667－8017) 

・ 別紙 44 

     特別会員室            (TEL:03－3667－8013) 

・ 別紙 47、48 

     証券あっせん・相談センター      (TEL:03－3667－8009) 

 

 

○ 別表４ 証券教育広報委員会所管の規則に関する事項 

   証券広報部            (TEL:03－3667－8020) 
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金融商品取引法の施行に伴う本協会諸規則の一部改正について 
 

平成 19 年９月 18 日 

 日 本 証 券 業 協 会 

 
Ⅰ．改正の趣旨 

本協会では、本年９月 30日に金融商品取引法及び関係政府令が施行されることに伴い、

別紙のとおり、本協会諸規則について所要の整備を図ることとする。 

 

Ⅱ．改正の骨子 
１．全般に関する事項 
(1) 証券取引法から金融商品取引法への移行に伴い、関係諸規則について所要の整備を

図る。 

(2) 金融商品取引法の施行に伴い、店頭デリバティブ取引のうち、有価証券関連デリバ

ティブ取引にも店頭金融先物取引にも当たらないものについて、新たに本協会の自主

規制規則の対象とすることとしたため、関係諸規則について所要の整備を図る。 

(3) 現行の「公正慣習規則」及び自主規制の性格を有する「理事会決議」を合わせて「自

主規制規則」とする。 

  なお、「統一慣習規則」及び「紛争処理規則」は現行どおりとする。 

(4) 現行の「理事会決議」で、既にその役割を終えているものは廃止する。 

   引き続き存続させるもののうち、規則とするものについては、「～に関する規則」とい

う規則名を付し、また、規則としないものについては、現行どおり「理事会決議」とす

る。 

(5) 現在、公正慣習規則、統一慣習規則及び紛争処理規則に付している号数を廃止する。 

(6) 各規則の用語及び表記について、横断的に統一を図る。 

(7) 所要の整備を図る規則等の一覧は別表のとおり。 
 
２．エクイティ市場委員会所管の規則等に関する事項（別表１） 

（1） 「店頭有価証券に関する規則」（公正慣習規則第 1号）の一部改正 

① 説明・確認義務の適用除外となる者を適格機関投資家から特定投資家とする。 

（第７条第４項） 

② 投資勧誘規制が除外されている店頭有価証券については、会員間の流通を目的と

する店頭取引を可能とする。        （第 15 条） 

③ いわゆる「青空銘柄」の協会への報告を廃止する。   （第 16 条第１項） 

④ 投資勧誘を伴わない店頭取扱有価証券の売買についても定期的な公表対象とする。

           （第 16 条第２項） 

 

（2） 「グリーンシート銘柄に関する規則」（公正慣習規則第２号）の一部改正 

① グリーンシート銘柄に係る説明書の交付・説明義務について、金商法第 37 条の３

第１項に規定する「契約締結前交付書面」を念頭に置いた規定に修正する。 
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（第 19 条） 

② 本協会がグリーンシート銘柄について売買審査を行うことを明確にする。 

（第 33 条） 

 

（3） 「上場株券等の取引所有価証券市場外での売買等に関する規則」（公正慣習規則第

５号）の一部改正 

・ 「私設取引システム価格情報等公表システムを通じた報告及び公表の取扱いにつ

いて」（理事会決議）を本規則に取り込む。 

 

（4） 株券等の貸借取引の取扱いについて（理事会決議）の一部改正 

① 説明・確認義務の適用除外となる者を適格機関投資家から特定投資家とする。 

（第４条） 

② 「株券等貸借取引無担保確認書」について、電子交付が可能であることを明確に

する。          （第６条第４項、第５項） 

 

（5） 会員における顧客による不公正取引の防止のための売買管理体制の整備について

（理事会決議）の一部改正 

① 表題から「会員における顧客による」を削除し、委託・自己に捉われない、売買

管理体制の整備に関するルールとする。       （表題、第１条） 

② 自己売買に係る社内管理の必要性について規定する。     （第７条） 

 

（6） その他関係規則の改正等 

① 「株券等貸借取引の担保金代用有価証券の代用価格に関する取扱いについて」（理

事会決議）、「私設取引システム価格情報等公表システムを通じた報告及び公表の取

扱いについて」（理事会決議）及び「店頭売買有価証券市場に関する諸規則の廃止に

ついて」（理事会決議）を廃止する。 

② 上記（1）から（5）に掲げた規則等を含め、下記の規則等について所要の整備を図

る。 

【公正慣習規則】 

・ 「店頭有価証券に関する規則」（公正慣習規則第１号） 

・ 「グリーンシート銘柄に関する規則」（公正慣習規則第２号）及び「グリー

ンシート銘柄の発行会社等における会社情報等の本協会への報告に関する

細則」 

・ 「上場株券等の取引所有価証券市場外での売買等に関する規則」（公正慣習

規則第５号）及び同規則に関する細則 

・ 「有価証券の引受け等に関する規則」（公正慣習規則第 14 号） 

 

【理事会決議】 

・ 株式累積投資及び株式ミニ投資の取扱いについて 

・ 株券等の募集等の引受等に係る顧客への配分について 
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・ 株券等の貸借取引の取扱いについて 

・ 株券等貸借取引の担保金代用有価証券の代用価格に関する取扱いについて 

・ 私設取引システム価格情報等公表システムを通じた報告及び公表の取扱い

について 

・ 会員における顧客による不公正取引の防止のための売買管理体制の整備に

ついて 

・ 信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目の変更等の取扱いについて 

・ 協会員における注文管理体制の整備について 

・ 協会員におけるプレ・ヒアリングの適正な取扱いについて 

・ 会員におけるＭＳＣＢ等の取扱いについて 

・ 店頭売買有価証券市場に関する諸規則の廃止について 

 

【統一慣習規則】 

・ 「店頭売買事故証券の処理に関する規則」（統一慣習規則第１号） 

・ 「株券の名義書換失念の場合における権利の処理に関する規則」（統一慣習

規則第２号） 

 
３．公社債･金融商品委員会所管の規則等に関する事項（別表２） 

（1） 「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則」（公正慣習規則

第３号）及び「公社債の店頭売買の参考値等の発表及び売買値段に関する規則に関

する細則」の一部改正 

① 協会員による月間の公社債種類別店頭売買高等の協会への報告期限について、現

行「翌月 10 日の正午まで」としているものを、「翌月 10 日まで」に改める。 

（第 11 条第１項） 

② その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（2） 「外国証券の取引に関する規則」（公正慣習規則第４号）の一部改正 

① 協会員が、外国証券の募集等を行う場合には、顧客（私募の取扱いを行う場合に

は特定投資家を除く。）との間で外国証券取引に関する契約の締結を行う旨を明確化

する。                                   （第３条） 

② 外国ＥＴＦ及びクローズド・エンド型外国投資信託受益証券について、「外国株券」

と同様の取扱いとする。                     （第２条第１項等） 

③ ペーパレス化された外国証券についての取扱いを明文化する。 

（第２条第１項第１号等） 

④ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（3） 「海外証券先物取引等に関する規則」（公正慣習規則第 11 号）の一部改正 

① 「照合通知書」については、他の交付書類（照合通知書と記載内容が同じもので

あり、かつ照合通知書と同時期に送付するもの）を顧客に送付する場合には、その

送付を省略できることとする。                     （第 25 条第４項） 
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② その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（4） 債券等の条件付売買取引の取扱いについて（理事会決議）の一部改正 

① 規則名を「債券等の条件付売買取引の取扱いに関する規則」に改める。 

② 「債券等の現先取引に関する基本契約書に係る個別取引明細書」の交付義務の適

用除外となる者について、現行「適格機関投資家等」としているものを「特定投資

家等」に改める。                         （第４条第３項） 

③ 売買対象債券等の範囲に「投資法人債券」を加える。       （第６条第１項） 

④ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（5） 債券等の着地取引の取扱いについて（理事会決議）の一部改正 

① 規則名を「債券等の着地取引の取扱いに関する規則」に改める。 

② 「個別取引契約書」の取り交わし又は「個別取引明細書」の交付を要しない者に

ついて、現行「適格機関投資家等」としているものを「特定投資家等」に改める。         

（第３条第３項） 

③ 売買対象債券等の範囲に「投資法人債券」を加える。      （第５条第１項） 

④ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（6） 債券の空売り及び貸借取引の取扱いについて（理事会決議） 

① 規則名を「債券の空売り及び貸借取引の取扱いに関する規則」に改める。 

② 「個別取引契約書」の取り交わし又は「個別取引明細書」の交付を要しない者

について、現行「適格機関投資家等」としているものを「特定投資家等」に改め

る。                            （第５条第３項） 

③ 貸借取引対象債券等の範囲に「投資法人債券」を加える。     

（第６条第１項及び第９条第１項） 

④ 貸借残高等の照合において取引相手方の範囲から「特定投資家」を除く。 

                            （第 10 条第１項） 

⑤ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（7） 選択権付債券売買取引の取扱いについて（理事会決議） 

① 規則名を「選択権付債券売買取引の取扱いに関する規則」に改める。 

② 「個別取引契約書」の締結又は「個別取引明細書」の交付を要しない者について、

現行「適格機関投資家等」としているものを「特定投資家等」に改める。 

 （第６条第３項） 

③ 売買対象債券等の範囲に「投資法人債券」を加える。（第７条第１項及び17条第２項） 

④ 選択権付債券売買取引に関する説明書の交付及び確認書の徴求を要しない者に

ついて、現行「適格機関投資家」としているものを「特定投資家」に改める。 

       （第 22 条第１項） 

⑤ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 
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（8） 国内ＣＰ等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等について（理事会決議） 

① 規則名を「国内ＣＰ等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則」に

改める。 

② 規則の適用対象に「短期投資法人債券」を加える。     （第３条第１項） 

③ 貸付債権信託受益権等を削除する。              （第３条第１項等） 

④ その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

(9) 個人向け社債等の店頭気配情報の発表等について（理事会決議） 

① 規則名を「個人向け社債等の店頭気配情報の発表等に関する規則」に改める。 

② その他関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 

（10） 「店頭売買における抽選償還当選債券等の引換処理に関する規則」（統一慣習規

則第３号） 

・ 関係法令等の改正に伴う用語の明確化を行う。 

 

(11) 「債券のフェイルの解消に関する規則」（統一慣習規則第４号） 

・ 関係法令等の改正に伴う条ずれや用語の明確化等の所要の改正を行う。 

 
４．自主規制企画委員会所管の規則等に関する事項（別表３） 

(1) 「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」（公正慣習規則第６号）及び同細則の一

部改正 
① 会員は、顧客が特定投資家であって、当該顧客からの有価証券等の直近の残高に

関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されている場合には、照合通知書

による報告を省略することができることとする。            （第９条第４項） 

② 会員は、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリバテ

ィブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項について、照

合通知書への記載を省略することができることとする。          （第９条第５項） 

③ 特別会員は、個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面又は当該デリ

バティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書等に記載されている事項につい

て、照合通知書への記載を省略することができることとする。 

                      （第 17 条第３項、第６項） 

④ 特別会員は、顧客が特定投資家であって、当該顧客からの有価証券等の直近の残

高に関する照会に対し速やかに回答できる体制が整備されている場合には、照合通

知書による報告を省略することができることとする。           （第 17 条第５項） 

⑤ 店頭デリバティブ取引会員に関する規定を新設する。                （第７章） 

 

(2) 「広告等及び景品類の提供に関する規則」（公正慣習規則第７号）の一部改正 

① 金融商品取引法第 37 条において、金融商品取引業者により行われる広告等が規制

対象とされたことに伴い、広告等の表示その他の用語の定義について変更を行う。        
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（第２条） 

②  協会員は広告等の表示又は景品類の提供を行う場合、禁止行為に違反する事     

実がないか広告審査担当者に審査させることとしているが、特定投資家への広告等

の表示や特別会員が行う金融商品仲介行為に係る広告等の表示で委託会員の広告審

査担当者による審査が行われたものについては適用除外とする。 （第５条第１項） 

③  協会員が任命できる広告審査担当者のうち、特定店頭デリバティブ取引等に係る

広告等の表示及び景品類の提供の審査を行う広告審査担当者については、その知識

等からみて本協会が広告等の表示及び景品類の提供の審査を行わせることが適当

であると認めた者に限るものとする。【参考１参照】 

  （第５条第２項、第３項、第５項） 

 

(3) 「証券従業員に関する規則」（公正慣習規則第８号）の一部改正 

① 有価証券や店頭デリバティブ取引等の用語について定義を設ける。  （第２条） 

② いわゆる「地場出し・地場受け」に係る適用除外範囲について見直しを行う。 

   （第７条第１項、第２項） 

③ 協会員の従業員が自己の計算において行う売買取引に係る禁止行為の範囲につい

て見直しを行う。                       （第７条第３項第６号） 

④ 仮名取引の範囲について明確化を図る。【参考２参照】（第７条第３項第 11 号） 

 

(4) 「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」（公正慣習規則第９号）及び同細則

の一部改正等 

① 有価証券の売買その他の取引等の用語について定義を設ける。      （第２条） 

② 協会員は、新興市場銘柄の取引を初めて行う顧客に対し、当該市場の概要や性格に

ついて十分説明するものとしているが、今後、金融商品取引法・金融商品の販売等に

関する法律により、顧客の属性や理解力に応じた適切な説明が義務付けられることを

踏まえ、すべての顧客に対する一律な説明を想定した本規定は削除することとする。                
（第６条の２） 

③ 金融商品取引法第 37 条の３において、金融商品取引契約の締結前の書面及び説明

が義務付けられたことに伴い、次の説明書の交付及び説明義務を廃止する。 

イ 信用取引又は発行日決済取引に関する説明書 

ロ 新株予約権証券、カバードワラント等に関する説明書 

ハ 有価証券関連デリバティブ取引に関する説明書 

④ 仮名取引の範囲について明確化を図るとともに、細則を廃止する。【参考２参照】 

           （第 13 条） 

 

(5) 「証券事故の確認申請、審査等に関する規則」（公正慣習規則第 12 号）の一部改正 

 ・ 金融商品取引法の施行に伴い、所要の整備を図ることとする。 

 

(6) 「協会員の内部管理責任者等に関する規則」（公正慣習規則第 13 号）及び同細則の一
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部改正 

① 内部管理統括補助責任者研修の受講義務者の適時適切な把握を可能とするため、

同補助責任者の任命等に関する協会員からの報告方法を定期報告から都度報告に変

更する。                                                    （第６条第２項） 
② 「定款第２６条（会員に対する勧告）について」（理事会決議）に規定している内

部管理統括責任者及び内部管理統括補助責任者の交代勧告に関する規定を本規則に

取り込む。                                  （第９条） 

③ 内部管理統括補助責任者、営業責任者及び内部管理責任者の本協会への新規加入

時、人事異動時等の配置に関する特例期間を６か月に統一するとともに、付則の規

定を本規則に取り込む。                         （第 18 条） 

④ 特定店頭デリバティブ取引等に関する内部管理統括責任者等の資格要件、営業責

任者及び内部管理責任者を配置しなければならない営業単位の範囲等に関する規定

を新設する等所要の整備を図ることとする。【参考１参照】 
（第３条第２項、第６条第４項、第７条、第 11 条、第 14 条、細則第４条） 

 

(注) 本協会においては、特定店頭デリバティブ取引等従事者向けの資格・試験を新

設することを検討しております。それまでの間の暫定措置として、特定店頭デリ

バティブ取引等に係る営業責任者及び内部管理責任者については特定店頭デリバ

ティブ取引等に関する社内研修を受講していただくこととなります。 

なお、当該社内研修はあくまでも当該資格・試験制度が新設されるまでの間の

暫定的な措置であり、当該社内研修をもって特定店頭デリバティブ取引等従事者

向けの資格を取得するものではありません。 

したがって、当該資格・試験制度が新設された際には、改めて、当該社内研修

の受講者にも当該試験を受験していただき、資格を取得していただくこともあり

ます。 
 
⑤ 特定店頭デリバティブ取引等に係る営業責任者及び内部管理責任者等については、

施行の日から起算して１年間を経過する日までの間に限り、内部管理責任者資格等

を有しない者であっても営業責任者又は内部管理責任者等に配置することができる

旨規定する。                                        （付則第２項及び第３項） 
  

(7) 「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」（公正慣習規則第 15 号）及び同細則

の一部改正 

① 協会員が、その役員又は従業員に、特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の

職務を行わせる場合には、登録申請書の提出までに、当該役員又は従業員に一定の

要件を具備させるとともに、社内研修を受講させ、その結果を本協会に報告しなけ

ればならないこととする。                                       （第７条の２） 
② 協会員は、本規則改正の施行の日から起算して１年を経過する日までに、一定の

要件を具備し、現に外務員の登録を受けている役員又は従業員に、当分の間、特定

店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務を行わせることができることとし、原

則として本規則改正の施行の日から起算して１年を経過する日までの間（猶予期間）
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に社内研修を受講させ、その結果を本協会に報告しなければならないこととする。                
（付則第２項） 

③ みなし登録第一種業者又はみなし登録金融機関である協会員は、猶予期間に、外

務員以外の者に特定店頭デリバティブ取引等に係る外務員の職務を行わせることが

できることとし、この場合には、猶予期間に一定の要件を具備させるとともに、社

内研修を受講させ、その結果を本協会に報告しなければならないこととする。                    
（付則第３項及び第４項） 

(注) 本協会においては、特定店頭デリバティブ取引等従事者向けの資格・試験を新

設することを検討しております。このため、上記社内研修はあくまでも当該資格・

試験制度が新設されるまでの間の暫定的な措置であり、当該社内研修をもって特

定店頭デリバティブ取引等従事者向けの資格を取得するものではありません。 

  したがって、当該資格・試験制度が新設された際には、改めて、当該社内研修

の受講者にも当該試験を受験していただき、資格を取得していただくこともあり

ます。 

 

(8) 「証券仲介業者に関する規則」（公正慣習規則第 16 号）の一部改正 

 ① 規則名を「金融商品仲介業者に関する規則」に改める。 

② 関係規則の改正内容を踏まえ、証券仲介業者に関連する事項について、併せて改

正することとする。 

 

(9) 「証券外務員等資格試験規則」の一部改正等 

 ① 本規則について見直しを行い、外務員等資格試験委員会の構成及び運営に関する

事項については、「外務員等資格試験委員会規則」として改正するとともに、資格試

験につき必要な事項については、「外務員等資格試験に関する規則」を新設すること

とする。 

② 協会員に対する不正受験の未然防止義務規定を設ける。   

（「外務員等資格試験に関する規則」第７条第３項） 

③ 店頭デリバティブ取引会員の使用人等の受験資格に関する規定を設ける。 

（「外務員等資格試験に関する規則」第４条第１項第１号チ 他） 

 

(10) 「監査規則」の一部改正 

 ① 監査の種類について定義を設け、「新規加入協会員に対する機動的・継続的監査の

実施に係る取扱いについて」（理事会決議）に規定している機動的・継続的監査の規

定を本規則に取り込む。                             （第４条） 

 ② その他所要の整備を図る。 

 

(11) 「協会員と顧客の紛争等の解決のあっせんに関する規則」（紛争処理規則第１号）

及び同細則の一部改正  

 ① あっせんの範囲について見直しを行う。               （第２条） 

 ② 証券あっせん・相談センターの業務に対し助言及び指導を行う特別顧問の設置に
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関する規定を明確化する。（第３条第４項） 

 ③ あっせんを打ち切ることができる範囲に、あっせんの申立て者が正当な理由なく、

あっせんに出席しなかった場合を追加する。           （第 12 条、細則第 7条） 

 ④ 協会員から本協会に預託された預託金に関する規定について所要の整備を図る。         

（第 19 条） 

 

(12) 「協会員間の紛争の調停に関する規則」（紛争処理規則第２号）の一部改正 

 ・ 紛争の対象について見直しを行う。                              （第１条） 

     

(13) その他関係規則の改正等 
  ① 自主規制企画委員会が所管する理事会決議のうち、次に掲げるものは、「自主規制

規則」として制定する。 

   イ 「有価証券関連業経理の統一に関する規則」 

  （現「証券業経理の統一について」） 

ロ 「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」 

  （現「書面の電磁的方法による提供等の取扱いについて」） 

ハ 「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」 

  （現「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」） 

ニ 「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則」 

  （現「アナリスト・レポートの取扱い等について」） 

ホ 「引け値を条件とした取引及びこれに伴う自己取引に関する規則」 

  （現「引け値を条件とした取引及びこれに伴う自己取引について」） 

ヘ 「会員の緊急時事業継続体制の整備に関する規則」 

  （現「会員の緊急時事業継続体制の整備に関するガイドライン」） 

※緊急時事業継続体制の整備に関する具体的な内容等については、引き続き、

「会員の緊急時事業継続体制の整備に関するガイドライン」において規定する

こととする。 

ト 「偽造カード及び盗難カードによる不正な引出しからの顧客の保護等に関する

規則」 

   （現「偽造カード及び盗難カードによる不正な引出しからの顧客の保護等につ

いて」） 

チ 「協会員における個人情報の適正な取扱いの確保に関する規則」 

   （現「協会員における個人情報の適正な取扱いの確保について」） 

リ 「個人情報の取扱いに関する苦情処理業務規程」 

 ヌ 「個人情報の保護に関する指針」 

  

②  自主規制会議が所管する「特別会員の組織する団体等に対する業務委託について」

理事会決議（自主規制会議決議）については、「自主規制規則」として制定し、所要

の改正を行う。 
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③ 次に掲げる理事会決議は廃止する。 

   イ 「定款第 26 条（会員に対する勧告）について」 

  ロ 「協会員の役員に対する公正慣習規則第８号『証券従業員に関する規則』の準

用について」 

  ハ 「新規加入協会員に対する機動的・継続的監査の実施に係る取扱いについて」 

 
５．証券教育広報委員会所管の規則に関する事項（別表４） 
 ・ 「証券教育広報委員会規則」の一部改正 

① 規則名を、「証券教育広報委員会規則」から「金融・証券教育広報委員会規則」

に改める。 
② 目的に関する規定において、「定款第 70 条の２第３項の規定に基づき、中立・

公正な立場から」を「定款第 78 条第３項の規定に基づき、中立かつ公正な立場

から」に改める。併せて、委員会の名称を、「証券教育広報委員会」から「金融・

証券教育広報委員会」に改める。                （第１条） 

③ 委員会が行う内容に関する規定において、「有価証券及び証券市場に関する知

識の普及及び啓発並びに証券広報」を「金融商品及び金融指標並びに金融商品市

場に関する知識の普及及び啓発並びに広報」に改める。 
               （第１条、第２条第１項、第５条第３項、第 12 条） 

④ 委員会の構成に関する規定において、「会員支配会社の役員を含む」を「会員

支配会社（会員に係るものに限る。）の役員を含む。」に改める。併せて、「証券

会社又は投資信託委託業者等をもって構成された法人、証券取引所」を「金融商

品取引所、金融商品取引法第 34 条に規定する金融商品取引業者等をもって構成

された法人」に改める。                    （第３条） 
 
６．施行の時期 

この改正は、平成 19 年９月 30 日から施行する。 

 

以  上  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


